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１．調達の概要 

本仕様書は、静岡県立病院機構情報システム（以下、｢情報システム｣という。）用として使

用しているサーバの内、ID 等を管理するためのサーバに対しランサムウェア対策用ソフトウ

ェア（以下「本システム」という。）の調達及び保守作業に関するものである。 

 

２．対象サーバ及び設置場所 

システム名 設置場所 役割 台数 

事務系システム こころの医療センター Active Directory 2 

電子カルテ本番系 こころの医療センター Active Directory 2 

電子カルテ参照系 総合病院 Active Directory 1 

電子カルテ参照系 こども病院 Active Directory 1 

Synapse総合用 こころの医療センター Domain Controller 2 

Synapseこども用 こころの医療センター Domain Controller 2 

VNA こころの医療センター Domain Controller 2 

グループウェア データセンター APサーバ 1 

 

３．製品仕様 

（１）本入札では以下の製品の内、どちらかを選定すること。 

・AppGuard 

・Cybereason EDR 

（２）必要となるライセンス数は「２．対象サーバ及び設置場所」を参考にすること。 

（３）管理コンソールを提供すること。提供方法はオンプレミス、クラウドどちらでも可。 

（４）万が一管理コンソールに長期間接続出来ない事象が発生しても、導入時の保護レベルを維

持できること。 

（５）当機構のシステム更新に伴い、当該サーバの一時的な運用並行期間中に追加ライセンスを

必要としないこと。 
 

４．納入期限及び運用管理期間 

（１）導入期限（初期設定を含む） 

令和８年３月31日（導入支援期間は令和８年１月１日から令和８年３月31日を想定する） 

（２）運用管理期間 

令和８年４月１日～令和 13年３月 31日 

 

５．導入支援 

（１）システムが正常に動作するよう設定を行うこと。導入においては原則としてサーバの再

起動がないよう調整すること。ネットワーク通信の制御及びソフトウェアのインストールは

当機構にて行うが、その他の作業については導入費用に全て含むこと。 

（２）導入作業にあたっては必要に応じて打ち合わせを行い、当機構職員との円滑な協力体制

を実現すること。打ち合わせの方法は WEB、対面どちらでも構わない。 

（３）過去の事例を踏まえ推奨設定等がある場合は、滞りなく提案すること。 



（４）管理コンソールがクラウドの場合、当機構から接続先へのネットワーク設定は機構職員

が行うので、設定内容等を速やかに開示し必要に応じて支援を行うこと。 

 

６．保守要件 

（１）導入時に定めた保護レベルを維持するため必要な技術支援を行うこと。 

（２）365日 9時～19時の受付窓口を有すること。 

（３）運用期間中の機構側のシステム変更に伴い設定変更が必要となった場合には、ポリシー（本

システムの設定）のチューニング（設定）代行等を含め技術支援を行うこと。 

（４）契約書に付随する様式４号とともに、毎月報告書を提出すること。様式は問わない。 

（５）契約書に付随する様式４号とともに、毎年 1回年次レポートを提出すること。様式は問わ

ない。 

 

７．検査及び引き渡し 

（１）検査及び引き渡しについては契約書の第 12条のとおりとする。 

（２）納品物として以下のものを備え紙媒体及び電子媒体として納入すること。 

・ライセンス証書 

・パラメーターシート 

・操作マニュアル 

 

８．その他 

（１）調達製品の稼動・保守については、落札者が最終責任を負うこととする。 

（２）本仕様書に疑義がある場合は、本機構に質問し、その指示を受けること。なお、契約後

の本仕様書の解釈は本機構によるものとする。 

（３）本仕様書に対する質問は、入札説明書によるものとする。 


